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 2.改正ポイント 

今回の主な改正点 

①規制対象を全ての石綿含有建材に拡大し、レベル３（成形板）

を規制する。 

②解体・改修工事の事前調査結果の報告を義務化する。 

③調査方法と調査を行う者を定める。 

④石綿の除去が適切に行われたことを確認し、発注者へ報告する。 

⑤直接罰を創設する。 



 2.改正ポイント 

改正点の新旧比較 新条項   旧条項   概要 

2条12 定義等   新規 「特定工事」特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 

18条の14 
特定粉じん排出等作業
の作業基準 

18条の14 作業基準 レベル3を追加。建築材料の種類ごとに作業基準を定める。 

18条の15 
解体等工事に係る調査
及び説明等 

18条の17 
解体等工事に係る調
査及び説明等 

調査結果の保存、備え付け、届出を追加。自主施工者を追加。 

18条の16 
特定工事の発注者等の
配慮等 

18条の20 発注者の配慮 発注者の配慮を元請業者等に拡大し、説明義務を追加。 

18条の17 
特定粉じん排出等作業
の実施の届出 

18条の15 
特定粉じん排出等作
業の実施の届出 

レベル1，2の工事を「届出対象特定工事」とした。 

18条の18 計画変更命令 18条の16 計画変更命令 第1項災害時の例外規定を追加（18条の15第1項ロ）。 

18条の19 
特定建築材料の除去の
方法 

  新規 除去、封じ込め、囲い込みの方法を規定。 

18条の20 作業基準の遵守義務 18条の18 作業基準の遵守義務 対象に下請負人、自主施工者を追加。 

18条の21 作業基準適合命令等 18条の19 作業基準適合命令等 対象に下請負人、自主施工者を追加。 

18条の22 
下請負人に対する元請
業者の指導 

  新規 特定工事の元請業者の各下請負人への指導（努力義務）。 

18条の23 
特定粉じん排出等作業
の結果の報告等 

  新規 
特定工事の元請業者は、作業完了後、その結果を特定工事の発注者に
書面で報告し、記録を作成し、記録と書面の写しを保管すること。 

18条の24 国の施策   新規 
国は、特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めな
ければならない。 

18条の25 地方自治体の施策   新規 
地方公共団体は、特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措
置を講ずることに努めなければならない。 

26条 報告及び検査 26条 報告及び検査 
報告徴収の対象に下請負人を、立入検査の対象に元請業者、自主施工
者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場を追加。 

34条3号 罰則   新規 18条の19違反は3月以下の懲役又は30万円以下の罰金（直罰） 

35条4号 罰則   新規 
18条の15第６項（解体工事の届出）違反は3月以下の懲役又は30万円
以下の罰金 



 3.それでも残される課題 

1.ライセンス制の導入（1） パブコメ324件 

○周囲の監視が難しく、安全対策を省略することによって会社は利益を得る。 

一般的な石綿除去の費用 5〜10万円/ｍ2 

使い捨て保護衣（タイベック） 1,400円/1着 4着/日/人 

呼吸用保護具フィルター（RL-3）2,300円/1組 

○ILO条約違反 

 除去作業は「そのような作業を行う資格を有すると認められ、かつ、そのよう

な作業を行うことを認められた使用者又は請負人によってのみ行われる」（第17

条） 



 3.それでも残される課題 

1.ライセンス制の導入（2） パブコメ324件 

○諸外国では 

英国：安全衛生庁に申請、審査を受け、ライセンス取得 

審査：書面審査、取締役他との面接、実地審査 

米国、韓国（2012年から）でも導入 

○小委員会では議論さえされていない。 

 ヒアリングでNGO、被災者団体、業界団体の３人が必要性を訴えた。 



 3.それでも残される課題 

2. 直接罰の適用範囲が狭い  

  パブコメ303件（作業基準違反に直接罰を） 

○直接罰の適用範囲が狭く、全く対策をしない事例しか適用できない。 

第18条の19第1号ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し 、除去

を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用す

る方法 

○現状では、罰則適用ゼロ！ 

 抜本的な改正が必要。（資料1参照） 

 

 

 

 



資料１ 罰則の適用状況(大防法) 
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（現行制度の下での罰則）
①発注者が特定粉じん排出等作業の実施の届出義務に違反した場合
→ 罰則（３か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金）
②都道府県知事等から発注者に対し、届出された特定粉じん排出等作業に係る計画変更命令
→ 命令に従わない場合、罰則（６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金）
③特定粉じん排出等作業の施工者が作業基準遵守義務に違反した場合
→ 都道府県知事等から施工者に対し、作業基準適合命令・作業の一時停止命令
→ 命令に従わない場合、罰則（６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金）

3-1 作業基準違反等への対応
（大気汚染防止法改正後の都道府県等による行政処分件数）

・ 平成25年改正後の計画変更命令数並びに命令違反及び届出違反の告発件数は０件
のまま推移している。

・ 要因としては、以下が考えられる。
○届出がない場合に、発注者自身に落ち度があるのか、事前調査結果を発注者に説
明する義務を有する受注者に落ち度があるのか、判断しづらい

○解体等工事は短期間で終了することも多いところ、行政が作業基準違反を把握す
る前に工事が終了する場合がある

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画変更命令数 0 0 0 0 0

作業基準適合命令数 0 1 3 1 3

一時停止命令数 0 0 4 1 4

命令違反告発数 0 0 0 0 0

届出違反告発数 １ 0 0 0 0

改正大防法施行
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 3.それでも残される課題 

3.除去中の石綿濃度測定の義務化（1） パブコメ349件 

○除去中の気中濃度測定義務が一切ないという異常な状態 

気中濃度測定の重要性 

 石綿=証明された発がん物質 

  1940年代 肺がんの報告   

  1960年代 中皮腫の報告 

 IARC（国際がん研究機関）  

  1977年 発がん性あり 

  1987年 グループ１：ヒトに対して発がん性がある 

 



 3.それでも残される課題 

3.除去中の石綿濃度測定の義務化（2） パブコメ349件 

○除去中の気中濃度測定義務が一切ないという異常な状態 

気中濃度測定の重要性 

     石綿ばく露量と影響の関係（量反応関係） 
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 3.それでも残される課題 

3.除去中の石綿濃度測定の義務化（3） パブコメ349件 

○除去中の気中濃度測定義務が一切ないという異常な状態 

気中濃度測定の重要性 

 ばく露量とリスクとの関係  

長期間の疫学調査（ヒトの被害）の蓄積データを元にした基準値 

1986年 米国の石綿規制 2.0f/ml → 0.2f/ml 

      0.2f/ml、45年ばく露で肺がん+中皮腫のリスク 6.4/1000 

2000年 日本産業衛生学会 許容濃度委員会 0.15f/ml（白石綿のみ） 0.03f/ml（白石綿以外含む） 

      50年ばく露で1/1000リスクを超えない    

肺がんの死亡率推定モデル  中皮腫の死亡率推定モデル  



 3.それでも残される課題 

3.除去中の石綿濃度測定の義務化（4） パブコメ349件 

○除去中の気中濃度測定義務が一切ないという異常な状態 

気中濃度測定の重要性 

 石綿濃度☓ばく露時間=ばく露量のみが発がんリスクを得るための唯一の手段 

 石綿濃度：フィルターに補修した石綿繊維を係数して算出 

アモサイト3.5f/ml 

許容濃度0.03f/mlとの比較 



 3.それでも残される課題 

3.除去中の石綿濃度測定の義務化（5） パブコメ349件 

○「技術上の課題」などない 

 主な諸外国では実施。英国では常に監視  （資料2参照） 

 国内でも現場の半数以上で実施 （資料3参照） 

○大防法の目的が達成されてない 

大防法第1条「大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者

の損害賠償の責任について定める」 

測定の義務がない→被害が発生したとしても原因不明で、損害賠償の責任を問うこ

とができない。 



資料2 海外の石綿濃度測定の現況 
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資料3 国内の石綿濃度測定の現況 
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石綿除去中の大気

濃度測定を義務付

けているのは、４

都府県と３市。 



資料3 国内の石綿濃度測定の現況 
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大気濃度測定を条例等

で義務付けている4都府

県と3市での作業件数は、

8,834件で全体の54％。 



 3.それでも残される課題 

4. 第三者の資格者の制度化と育成  

  パブコメ342件（調査）、320件（確認） 

アスベスト関連の調査や検査は、費用と工期に大きく影響 

利害関係のない第三者に資格者が実施することで正確・公正・中立を担保 

○事前調査の問題 

そもそも、通常使用している建物の石綿調査の義務がないことが問題 

建築物石綿含有建材調査者の正確、公正、中立な調査の担保が必要 

○終了確認の問題 

 除去事業者による自主的な検査では不十分 

 解体される建物は証拠が残らない 

 英国、米国、韓国、ドイツでは第三者による検査の義務付け（資料４） 

 検査者がその責任において、後の工程の開始を許可するしくみ 

 答申では「将来的に検討する」早急な検討と実施が必要 



資料4  
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4 海外の完了確認に関する規制状況

（米国）工事終了時における目視及び発じんを伴う気中濃度モニタリング（指標は位相差顕微鏡法で10本／L又はTEM法）は、第三者である「対策

工事監視者」（Project Moniter、AHERA付属書の認定資格)が実施する。

（英国）安全衛生庁（HSE)が実施する建物管理の規制の中で、アスベスト除去作業後の建物への再立入のための現場評価（完了検査）を実施させ

ることが義務付けられている。現場評価は、ISO17020（検査機関の運営の適合性評価）及びISO17025（試験期間の能力の適合評価）の認定

を受けた機関に所属する専門資格者（アナリスト）が、①現場の状況と作業の完了状況の事前チェック、②隔離空間/作業区域内の徹底的な

目視検査、③発じんを伴う空気モニタリング（指標は位相差顕微鏡法で0.010本/mL）の実施、④隔離空間/作業区域の撤去後の最終評価の4

段階で行う。

（ドイツ）解体、改修、維持管理作業での隔離解除前に第三者による気中濃度測定を行う。

（韓国）気中濃度測定は、石綿の除去及び作業場内の作業が完了したあとに、発じんさせて測定する。（基準は位相差顕微鏡法で0.01本/cm3）測

定は、第三者である「産業安全保健法で雇用労働部長官が指定する石綿調査機関に又は指定測定機関に所属する有資格者」が実施するこ

ととしている。

米国 英国 ドイツ 韓国

確認内容 目視確認、気中濃度測定
（学校のみ）

目視確認、気中濃度測定 気中濃度測定 気中濃度測定

実施者 第三者の有資格者が実施 ISO認定を受けた機関に所
属する有資格者が実施

第三者が測定を実施 第三者の有資格者が実施

＜海外における完了確認の規制状況＞

・ 米国、英国、ドイツ及び韓国においては、作業完了時に隔離内部における気中濃度
測定を義務付けている。また、米国、英国においては、目視確認を義務付けている。

・ 上記の目視確認や気中濃度測定について、米国、英国及び韓国では有資格者によ
る実施を義務付けており、ドイツでは第三者の測定機関が実施することとしている。



 3.それでも残される課題 

5.罰則が軽すぎる 

発がん物質を飛散させても、最大で6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

量刑水準が40年前のまま→大防法全体の問題 

○他の法律 

廃棄物処理法 個人5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、法人3億円 

著作権法 個人10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、法人3億円 

産業標準化法 JISマークの不正表示 1億円 



 3.それでも残される課題 

6.通常使用時の建物調査 

答申「建築物等の所有者等が、通常使用時において、可能な範囲で、建築物等へ

の石綿含有建材の使用状況の把握に努めることが重要」で「そのため、国及び

都道府県等は、所有者等による使用状況の把握を後押しすることや、把握され

た情報を災害時に活用することに努めるべき」 

 

→国と地方公共団体の施策（18条の24、25）追加 

 国は「必要な情報の収集、整理及び提供（18条の24）」、地方公共団体は「（所

有者等に対し、石綿含有建材の）把握に関する知識の普及を図るよう努める

（18条の25）」では不十分 

建物所有者の努力義務を明確にし、それに対する国と地方自治体の支援を明記

すべき。 



 3.それでも残される課題 

1.ライセンス制の導入 

2. 直接罰の適用範囲が狭い  

3.除去中の石綿濃度測定の義務化 

4. 第三者の資格者の制度化と育成 

5.罰則が軽すぎる 

6.通常使用時の建物調査 


